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メ リ カ に代表される先進緒国と 、 ロ シアや ドイ ツ (プロ シ ヤ) 、 イ タ リ アや日

本などの中進緒国と、 中国やイ ン ドや中 ・ 南米やアフ リ カ諸国の後進緒国との

国権と民権の関係の歴史の中で位置づけ捉え直されるべき問題である。 また同

様に、 今日、 こ う した関係は、 どのよ う に変化、 変容 してい るかに注意、 留意

す る必要があるだ ろ う。 こ のよ う な論の展開によ っ て、 21世紀におけ る 「正 し

い軌道」 を、 ひたす ら邁進中の中国に代表される 「発展途上」 のア ジア諸国と、

南アフ リ カやスーダン、 ナイ ジェ リ アに代表されるアフ リ カ諸国の 「衣食足り

て礼節 を知る」 営為の実現に向か う流れと相互補完的な関係と して位置づけ ら

れる、 アメ リ カやイ ギリ ス、 フ ラ ンスそ して日本に代表される先進諸国の 「衣

食足 りず礼節 を知らず」 の営為 を担わざる をえな く なっ た関係 を、 鳥瞰的に捉

えるこ と ができ る、 と筆者は考えてい る。 

第 I 章 中国の 「ナ シ ョ ナ リ ズム」 と比較政治学の 「民主化」 研究

1 中国の 「民主化」 を測定する 「物差し」 の問題点

(-)
さ て、 これから以下において、 中国の関税白主権回復運動、 治外法権撤廃運

動の展開をと お して見えて く る、 ナ シ ョ ナ リ ズムの主たる構成要素である、 国

権 と 民権の 「幸福な結婚」 (論) (3) に潜む問題 を、 換言すれば、 「憲法愛国主

義」 や 「ポリ アーキー」 (4) ま たは 「 (自由) 民主主義」 や 「市民的自由」 の実

現を 「正 しい軌道」 と して提唱 してき た、 比較政治学の 「民主化」 研究がこれ

まで抱えてき た問題 を考察 してい こ う。 その問題 と は、 「幸福な結婚」 を実現

した と さ れる国か、 た と えば、 イ ギリ ス、 フ ラ ンス、 アメ リ カ に代表 されるい

わゆる 「市民革命」 「産業革命」 の 「二重革命」 を実現 した国が、 なぜそ う し

た 「革命」 の実現をア ジアやアフ リ カ、 ラ テ ンアメ リ カ諸国 (諸地域) におい

ては許 そ う と しなかっ たのか。 それ どこ ろか、 そ う した諸国 を自 らの植民地、

従属地と して囲い込んでい っ たのか、 とい う問題である。

なぜ筆者がこ の問題に拘泥す るのかとい えば、 こ れまでの筆者の研究におい

て何度 も指摘 してき たよ う に、 それはた と えばイ ギリ ス と イ ン ド、 あるいはイ

ギリ ス と アイ ル ラ ン ドの歴史 を少 し垣間見ただけで も分かる こ と で ある。(5) 

(3) 「幸福な結婚」 論に関 し ては、 前掲拙著 『「日本人」』 の第二部所収の拙稿 < II 中国の
「ナ シ ョナ リ ズム」 に関する一試論一丸山真男の 「幸福な結婚」 論 を手掛かり と して 一> を参

照 さ れたい。

(4) 「ポリ アーキー」 に関 し ては、 拙著 『民主化の先進国がた どる経済衰退 経済大国の興亡

と自由民主主義体制の成立過程に関する一仮説一』 晃洋書房 1995年 (以下、 『民主化の』 と

略す。) の く第 I[[部 「ポリ アーキー」 を超えて一新たなる民主化の 「物差 し」 を求めて一>
の第三章 「近代」 の刻印 を免れる こ と ので き ない ポリ ア キ を、 見ていただ き たい。 
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こ こ ではと く に、 民主化研究の観点から筆者がど う して も こ だわら ざる をえな

い理由に関 して、 イ ギリ スと中国の関係 を念頭において、 言及 しておき たい。 

(二)
比較政治学の民主化研究では、 中国の 「民主主義」 実現の歩みを語る際、 イ

ギリ スにおける 「民主主義」 実現の歩みを測る 「物差 し」 と 「同 じ」 物差 しが、

当然のよ う に使われてい る。 別言すれば、 中国の 「民主主義」 に向か う歩みを

測る物差 しは、 かつて中国を侵略 し、 半植民地状態と していたイ ギリ スの民主

化 を測 る物差 し と同 じで ある。 そこ で語 られてい るのは、 イ ギリ スがどのよ う

に して国権と 民権の 「幸福な結婚」 を実現 してい っ たかとい う こ と にほかな ら

ない。 民主主義の実現の歩みは、 相当に時間 を要す る し、 市民革命 を実現 した

から、 選挙権の拡大がおこ なわれたから といっ て、 それでめでた く 終了とはな

ら ない。 その歩みは、 当然ながら、 歩みで あり、 過程で ある。 こ こ で大切なの

は、 ポリ アーキーに向けての歩みを測定す る物差 し (「公的異議申 し立て」 と

「参加」) には、 本来な らば当然の前提と して、 国権の歩みが包含 されてい る と

い う こ と である。

も っ と も、 す ぐ以下で も述べ る よ う に、 R ・ タールのポリ アーキーの図式に

はそれは含まれてはい ないのである。 こ の点 を銘記 しておかなければなら ない。 

「幸福な結婚」 論や 「憲法愛国主義」、 あるいは 「正 しい軌道」 は、 そ う した点

を理解 した上で議論 されなければな ら ない。 つま り 、 そのこ と の意味は、 イ ギ

リ スの民主主義実現の歩み (すなわち民権の歩み) は、 国権の歩みと切 り離 し

て語れない とい う こ と である。 と こ ろが、 タ ールのポリ アーキ一論は、 国権の

歩みと切 り離されて、 つま り両者の関係 を共時的に捉えて位置づけないままに、

各々独自の次元で語られてい るこ と を確認 してお く 必要がある。

た と えば、 それは以下の く だ り に も垣間見るこ と ができ る。 すなわち、 ター

ルは一方において、 ポリ アーキーのために求められる条件について、 「政府が、

長い期間、 政治的に平等とみなされてい る市民の要求に対 して責任 をもっ て応

えつづけ るためには」、 すへての市民に対 して 「民主主義にと っ て欠 く こ と の

でき ない三つの必要条件」 が与えられなければなら ない」 とみながら、 他方に

おいて、 「次に、 こ れら三つの機会が、 現在の国民国家 を構成 してい る多数の

(5) イ ギリ ス と イ ン ド、 アイ ル ラ ン ド、 さ ら には中国 と の国権 (国造 り ) をめ ぐ る関係は、 何

も国民経済に限定さ れる ものではない。 それこ そ、 政治から文化 をは じめ他の領域に及ぶ話

と な るのだが、 こ こ では話 をわか りやす く するために国民経済に しぼっ てい る こ と を断わっ

ておき たい。 なお、 ナ シ ョナ リ ズムの主要な構成要素で ある、 国権 (国造り ) と 民権 ( 自由、

民主主義、 人権) の関係については、 前掲拙著 『「日本人」』 の第一部 < [ 1 ] 「日本人」 と

「民主主義」 「民主主義」 の 「歴史」 と切 り離すこ とのでき ない 「靖国」 を参照さ れたい。 
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民衆の間に存在す るためには、 社会の諸制度が、 少な く と も 8 つの条件 を満た

しておかねばな ら ない」 (6) と 指摘 し ながら、 そこ から先の 「公的異議申 し立

て」 と 「参加」 の二つから構成 されるポリ アーキー概念 を導 く のである。 こ こ

には、 あらか じめ国民国家が民主化の前提と して想定されてい るこ と に留意 し

ておかなければなら ない。 すなわち、 国権と民権の相互の共時的関係 を問 う こ

と ができ ない論の展開で ある。 私た ちは、 タールによ るこ う した前提に対 して、

やはり 問い直さ なければな ら ないのではないか。 すなわち、 そこ で前提に され

てい る国民国家は、 それでは、 どのよ う にすれば、 実現でき るのか、 とい う問

い で あ る。 

(三)
さ らに、 こ こ で非常に厄介なのは、 イ ギリ スの国権の歩みを語る際、 イ ギリ

ス 「一国」 に限定 して語れない し、 語るこ と ができ ない とい う こ と である。 国

権の、 すなわち 個 造 り> の歩みには、 イ ギリ スの 「衣 ・ 食 ・ 住」 を充足 して

い く 営為が含まれてい る。 イ ギリ スがその営為のために必要と な る国民経済を

つ く る上で、 先のアイ ルラ ン ドやイ ン ド との関係は切 り離せない。 さ らには、

アヘ ン戦争以降の中国と の関係は、 イ ギリ スの国民経済を語る と き、 重要な位

置を占めてい る。 こ の関係 を、 アイ ルラ ン ド、 イ ン ド、 中国の側から見直す と

き、 ど う な るのだ ろ う か。 それ ら諸国は、 イ ギリ スによ り 、 植民地、 従属地と

しての地位 を押 し付け られてい く こ と から、 そこ では国権の歩みは、 最初は国

権 (主権) 回復運動 (治外法権撤廃や関税自主権回復運動) の歩みと な ら ざる

をえないのだが、 ある期間、 絶望的な状態と なるのは必至である。 そのこ と は、

アイ ルラ ン ドやイ ン ドそ して中国においては、 国権の歩みを前提と した 「民主

主義」 実現の歩みを許 さ ない こ と を意味 してい る。 逆にいえば、 イ ギリ スは、

アイ ルラ ン ドやイ ン ド、 中国におけ る国権の歩みと民権の歩みを阻止、 阻害 し

ながら、 白国におけ る国権と 民権のバラ ンスの取れた状態 (幸福な結婚) を実

現す るこ と が可能と な る。 こ こ には、 国権 と民権の歩みが、 両者それぞれ共時

的に相互に関係 してい る と 同時に、 「一国」 を越えて、 二つ以上の諸国や諸地

域 と の 「関係」 を前提 と して展開 してい る こ と が示 されてい るので ある。 こ れ

は一体、 何を物語っ てい るのだろ うか。 

(四)
と こ ろで、 筆者の見る限り では、 中国の民主主義を語る研究者は従来ほと ん

(6) これに関しては、 前掲拙著 『民主化の』 第 III部 224頁c 
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どすべて といつて も過言ではないほどに、 「幸福な結婚」 論や 「意法愛国主義」、

「ポリ アーキー」、 「 (自由主義的) 民主主義」 を、 「民主主義」 実現の歩みを測

る際の 「物差 し」 と して採用 してい る。(7) そのこ と は、 す ぐ上で述べたイ ギ

リ ス と アイ ル ラ ン ド、 イ ギリ ス と イ ン ド、 そ してイ ギリ ス と 中国と の間に見ら

れた国権と民権の 「関係 (史) 」 を、 結局は 「正当化」 して しま う こ と を意味

してい るのではないか。 す なわち、 イ ギリ ス、 フ ラ ンス、 アメ リ カ を始めと し

た先進諸国の帝国主義 (植民地支配) を不問に付 して しま う のである。 民権の

歩みは、 帝国主義と矛盾 しないばかり か、 む し ろ車の両輪の関係にあるこ と を

筆者の普遍主義に関す るモデルは端的に示 してい るのである。 そのこ とは、 ア

イ ルラ ン ド、 イ ン ド、 中国におけ る国造 り (国家建設) が、 ある時期 (かな り

の期間だが) 、 イ ギリ スによ っ て、 「差別」、 「排除」 されるこ と を許 して しま う、

当然のこ と と して正当化す るこ と にな ら ないか。 それは同時に、 民主主義の実

現の歩みを測定す る 「物差 し」 に、 差別や排除を、 当然のこ と とす る関係が、

含まれてい る とい う こ と を、 意味 してい るのではないだ ろ う か。

筆者は、 拙著や拙稿においてこ う した問題 を考察 してき たのだが、 も し筆者

の診断 どお り だ と すれば、 イ ギリ スによ っ て、 永い間にわた り 、 「国造 り」 の

歩みを妨害され続けてき た中国の 「民主主義」 実現の歩みを測定す る際に、 中

国研究者が、 こ こ で筆者が論究 してき た、 その 「物差 し」 を使い続けてい る と

したと き、 筆者は彼ら と その研究に対 して、 どのよ う に向き合えばいいのだ ろ

う か。(8) 彼ら が、 筆者の見方に対 して、 「いや く民主主義> はベ ス ト ではない

と して も、 ベ タ ーで あり 、 ま たそれに代わる ものが現在ない以上、 たと え問題

があっ て も仕方がない」 云々とい う と き、 その民主主義を 「自由主義的民主主

義」 と して理解 してい るのではないか。 またたと え問題があっ て も とい う際の

「問題」 な る ものが、 先にみたイ ギリ ス と アイ ル ラ ン ド、 イ ギリ ス と イ ン ド、

イ ギリ ス と中国の 「国造り」 の 「関係」 におけ る 「問題」 である と した と き に、

それで も そ う した 「差別」 や 「排除」 に対 して 「仕方がない」 と言い放つのみ

で満足でき るのだ ろ う か。 現実世界のこ とはい ざ知らず、 研究上の問題 と して

位置づけ考察す る と き には、 やはり 物足り な さ を感 じて しま うのは、 筆者一人

だろ うか。 いずれに して も、 またまた厄介な問題に直面する事態と なっ て しまっ

た。 

(7) た と えば、 中国研究者の毛里和子や台湾研究者の若林正丈 も同 じ く 「ポリ アー キー 」 を

「物差 し」 と して使っ ている。

(8) 筆者に不思議なこ と は、 多 く の研究者が、 こ の問題 を、 真正面から取り 上げて、 論 じて こ

なかっ た こ と で ある。 一体ど う して なのか。 ぜひ と も知 り たい と こ ろ で ある。 



中国の 「ナ シ ョナ リ ズム」 に関する一考察 45 

2 筆者の 「普遍主義」 モデルからみる中国の 「ナシ ョナリズム」 (論) の問題点

(-)
そ も そ も、 それではこ う した差別 と排除の関係 を前提 と しない、 民主主義実

現の歩みと は、 どのよ う な ものなのか。 そのためには何よ り も筆者の普遍主義

に関す るモデルで描 く A の国権と B の国権また C の国権の関係 を、 従来の差

別や排除のそれに代わる ものにす る必要がある。 ま た、 そのためには、 こ れま

での世界的な 「衣 ・ 食 ・ 住」 のネ ッ ト ・ ワークのあり方 を見直す必要がある。 

そのこ と は、 従来の民主主義 (論) のあり方 を、 関係と しての民主主義論に、

置き換えていかなければな ら ない。 付言す るな らば、 こ の作業は民主主義のみ

な らず、 普遍主義について も等 し く 該当す る と筆者はみてい る。 「一国枠」 の

「幸福な結婚」 論ではない、 「関係」 を前提と した 「幸福な結婚」 論 を提示 しな

ければな らないだ ろ う。 そ うす るこ と によ っ て、 初めて関係論の観点から民主

化の比較 を行 う物差 し を手に入れるこ と が可能と なるのではなかろ う か。 その

意味では、 筆者の普遍主義に関するモデルは、 そ う した一つの物差 し を提供す

る も ので あ る。(9)

も ちろん、 こ の作業は果て しな く 困難の連続に直面 し続け るこ とは必至で あ

る。 中国研究者のみならず、 当の中国人が、 これまで述べてき た (国造り ) に

おけ る差別や排除の問題 を、 疑問視ない し批判す る とい う よ り は、 それを当然

とす る グローバル化の世界に入っ てき てい る。 中国と アフ リ カ諸国と の国権と

民権の関係の歩みをみる と き、 そ う した差別と排除の関係が至る所で頭在化 し

て い る。('°) も ち ろ ん忘れて な ら ないのは、 その関係には、 当然ながら中国 を

拠点と して展開す る先進諸国の多国籍企業と その国民も そ う した国権と民権の

関係 を担っ てい る。 この関係 を、 筆者のモデルで描 く な らば、 { [B]→ ( x ) [C] 
→ X [ A] } で ある。 その中で、 それ を所与の前提 と し ながら、 「公的異議申 し

立て」 や 「参加」 を要求す る 「段階」 に至っ たのである。 その意味では、 中国

人の人権活動家に対するノ ーベル平和賞の授与は、 筆者のモデルで描 く 、 B、

C、 A の国権と 民権の三者の関係の歩み を、 中国政府が忠実に辿っ てき たこ と

に対す る 「ご褒美」 だ と理解す るのも可能ではあるまいか。 すなわち、 本当の

(9) 筆者の 「衣食足 り て (足 りず) 礼節 を知る (知らず) 」 の営為の関係史モデル をも と にす る

と き、 こ う した国権と 民権の歩みにおけ る両者の関係に見い だ される差別 と排除の仕組みに

関 して、 よ く 理解で き るのではないか、 と筆者はみてい る。 なお、 こ れについては、 前掲拙

著 『21世紀の』 の 「普遍主義」 に関するモデル を参照されたい。

a0) た と えば、 中国と ア フ リ カ の関係につい ては、 セル ジュ ・ ミ ツシェ ル、 ミ ツシェ ル ・ ブー

レ著 中平信也訳 『ア フ リ カ を食い荒らす中国』 河出書房新社 2010年 を参照さ れたい。 ま

た、 こ の他に も中国は 「食糧安保」 の観点から食料資源の確保のために東南ア ジア、 ア フ リ

カ諸国に触手 をのば してい る。 日本 も そ う した対象外ではない こ と は日本の山や川、 湖、 土

地が買い漁 (あさ ) られてい る と こ ろにも垣間見られるのではないか。 
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受賞者は、 西側先進諸国から常日頃、 - 党独裁だ と揶揄されてき た共産党指導

下にある中国政府であっ た、 と筆者は理解 してい る。 

(二)
と こ ろで、 19世紀中葉から20世紀の半ばにかけて、 ほぼ 1 世紀にわたる中国

の治外法権撤廃運動、 関税自主権回復運動は、 ま さに中国におけ る国権の歩み

に他な ら ないのだが、 それらの運動は、 主権国家、 国民国家、 国民経済の確立

と、 その維持、 発展に関わる ものであっ た。 こ こ での問題は、 そ う した中国に

おけ る国権の歩みは、 当時の先進諸国、 中進諸国、 後進諸国との国権の歩みと、

共時的関係に置かれていたと同時に、 それら諸国におけ る、 民権の (高度化 を

日指す) 歩みと も、 共時的関係に置かれていたとい う こ と である。 そのこ とは、

イ ギリ ス、 フ ラ ンスの国権の歩みが、 また日本のその歩みが、 中国におけ る国

権の歩みを差別、 排除す る (具体的には阻止、 妨害す る) のみな らず、 中国に

おけ る民権の歩みを差別、 排除 してい く (具体的にはそれを阻止、 妨害す る) 
と同時に、 イ ギリ ス、 フ ラ ンスな ど先進諸国の民権の歩みが、 ま た中進諸国の

日本の歩み (た と えば、 「大正デモ ク ラ シー」 に至る歩み) が ( 日本は第一次

世界大戦後のべルサイ ユ講和会議において 「一等国」 の仲間入 り を果た したと

自認 してい たが) 、 中国におけ る国権の歩みを阻止、 妨害す るよ う な共時的関

係 を、 つ く り出 してい るこ と を、 意味 していた。 日本の中国への 「侵略」 によ

り 、 中国はその国民経済の基盤づ く り の上で、 多 く の障害に直面 していたこ と

が理解でき る。 も ちろん、 そこ には、 欧米列強といわれた諸国の存在も同様に、

中国の国づ く り を妨げていたこ と を、 忘れてはなら ない。

それではこ こ で、 こ う した問題 を筆者のモデル を使いながら、 も う少 し論究

しておき たい。 先ずは国権の歩みに関す るモデルである。 筆者はそれを 「自己

決定権」 と して、 [ ] で描いてい る。 こ う した国権の共時的関係の歩みの

なかで (A をイ ギリ スやフ ラ ンス、 アメ リ カ に、 B を日本に、 そ して C を中

国に置き換えてみる と き 、 よ く その関係が理解でき るが) 、 同時にま た 「衣食

足 り て礼節 を知 る」 と い う 経済発展と 民主主義の発展の共時的関係の歩みが

(こ こ で も A をイ ギリ ス、 フ ラ ンス、 アメ リ カ に、 B を日本に、 そ して C を中

国に置き換えてみればよ く わかるが) 、 すなわち民権の歩みが、 展開 してい く 。 

こ う した両者の歩みのなかに、 丸山真男が述べてい る 「幸福な結婚」 を実現で

き る諸国 (A グループ) と 、 そ う でない諸国、 諸地域 (C グループ) が、 共時

的につ く り 出されてい る、 と筆者はみてい る。 
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(三)
筆者のよ う に、 ナ シ ョ ナ リ ズムの主要な構成要素である、 国権と 民権の両者

の歩みを、 相互に、 共時的関係の観点から描 く 者からすれば、 中国研究者によ

る、 民主主義論や民主化論は、 たと え便宜的な事情を考慮 して も、 (たと えば、

当該研究者が取り扱 う テーマが国権の (歩み) に限定 して論 じてい るとか、 ま

たは民権の歩み (民主主義やポリ アーキー) に限定 して考察 してい るこ と を、

了解 した と して も) 、 国権の歩み と 民権の歩み を、 あま り に も それぞれ を個別

に取り上げながら、 各々を分離独立 した歩みと して位置づけ捉えてい るために、

国権と民権の、 両者の歩みが、 相互に関連、 関係 しながら実現す るとい う重要

な視角ない し視点が、 最初から欠落 してい る と言わざる をえない。 そ う した意

味では、 中国研究者によ る中国のナ シ ョナリ ズムに関する論考は、 筆者からす

れば、 多 く の問題 を抱えてい る と言わざる をえないので ある。

も っ と も、 そ うはい う ものの、 多 く の中国研究者にと っ て、 自由主義、 民主

主義、 民族主義、 帝国主義の歩みは、 それぞれ独立 した歩みと して、 学習 され

理解 されてき たこ と から こ そ、 上述 したよ う に、 筆者にと っ ては安易に許 され

ないよ う な差別と排除の関係 を前提とする国権と民権の関係の歩みを、 平気で、

また無頓着に受容す るこ と によ っ て、 そ う した関係からつ く り 出された ( 自由

主義的) 民主主義を、 比較政治学や国際関係論における民主化研究の物差 しと

して、 採用 してき たので あり 、 ま た採用で き るのだ と みてい る。

しか し ながら、 筆者は、 ポリ アーキー を中国におけ る民主化研究の物差 し と

して採用す る中国研究者に対 して、 一言申 し述べたいので ある。 たと え採用す

るに して も、 それで も そ う した採用の前提作業 と して、 その物差 しが、 筆者が

これまで論及 してき たよ う に、 差別と排除の関係 を前提と して成立す るのか、

あるいは、 し ないのかに関 して、 やは り ど う して も証明 しなければな ら ないの

ではあるまいか。 これについては、 司馬遼太郎もかつて自由主義、 民主主義、

民族主義、 帝国主義の間には 「渾然と した関係」 が存在 してい るこ と を認めて

い た。('') も っ と も、 彼はそ う指摘す るだけで、 それ以上は語っ てはい ないが、

非常に重要な指摘である、 と筆者はみてい る。 これに対 して 『昭和史』 の論者

た ちが 「あの戦争」 の原因 と して 「三つの性格」 を各々独立 した もの (性格) 
と して描いてい るのと は、 対照的である。 

(n) 司馬遼太郎の 「渾然た る関係」 に関 し ては、 前掲拙著 『日本人の』 の <第 2 章 「残酷き

わま る世界」 のなかの 「日本」 と 「日本人」> の く4 「司馬史観」 の問題点と今後の課題>
を参照さ れたい。 ま た 『昭和史』 と 「あの戦争」 をめぐ る 「三つの性格」 の描き方につい て

は、 拙著 『史的システ ムと しての民主主義』 晃洋書房 1999年 (以下、 『史的システム』 と略

す。) の く序章 「民主主義」 論の再構築に向けて一その予備的考察一> <2 「帝国主

義」 を必要と した 「民主主義」> を見ていただ き たい。 
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(四)
こ う した点を踏まえて、 さ らに論を展開 したい。 先の日本の中国への 「侵略」

は、 あるいはイ ギリ ス、 ア メ リ カ、 フ ラ ンスな どの 「侵略」 は、 筆者のモ デル

のどこ に示 されるか、 あるいは、 モ デルで どのよ う に描け るかを考えてほ しい

ものである。 アヘ ン戦争から第二次世界大戦までの当時の中国を、 C とみるか、

B の下位に位置 してい る と みるか、 こ の問題 も大事なのだが、 こ こ では議論 を

わかりやす く す るために、 C の上位グループに位置づけておき たい。 そ うす る

と、 筆者のモデルの { [A]→ X [C] } 、 { [B]→ X [C] } の関係それ自体のなかに、

「侵略」 が組み込まれてい るこ と が理解 されよ う。 そのこ と は、 { [A ] の経済発

展 (衣食足 り て) → [C] の経済発展 (衣食足 りず) }、 { [B ] の経済発展 (衣食足

り て ・ 足 り ず) → [C] の経済発展 (衣食足 り ず) } および { [A] の民主主義の発

展 (礼節 を知る) → x [C] の民主主義の発展 (礼節 を知らず) } 、 [B] の主主義

の発展 (礼節を知る ・ 知らず) → x [C] の民主主義の発展 (礼節を知らず) } の
関係のなかに、 「侵略」 が組み込まれてい るこ と を表 してい る。('2)

筆者が読者にいい続けてき たのは、 こ のよ う な関係 ( J ・ ガル ト ウン グの

「構造的暴力」 になら っ て 「構造的圧力」 と で も呼び う る関係) ('3) は、 誰の目

に も そ う だ と わかる 「侵略」 と か、 「抑圧」 の出来事 (事実) に関係な く 、 存

在 してい る とい う こ と を物語っ てい る。 また、 それは 「全体主義体制」、 「 (官
僚主義的) 権威主義体制」 「軍国主義体制」 の存在の有無に関係な く 続いてい

るので あ り 、 その意味では、 目に見えない 「侵略」 が、 「侵略戦争」 と はみな

されない と して も、 ま さ に 「民主主義」 の実現す る歩みのなかで生 じてい るの

で あ る。

付言すれば、 アメ リ カのイ ラ クやアフガニス タ ンに対す る 「戦争」 は、 「ブ ッ

シュ によ る戦争」 と か 「帝国主義」 の戦争と してよ く 批判 されるのだが、 筆者

がこれまで主張 してき たのは、 「 ( 自由主義的) 民主主義」 の実現に向か う歩み

の中で、 換言すれば、 「正 しい軌道」 を歩む上で、 そ う した戦争 ・ セ ン ソ ウが

つ く り出されてき たとい う こ と であり 、 それゆえ、 そ う した民主主義 を目指す

こ と を望ま しい とす るこ と に対 して、 異議申 し立て を しなければな ら ない とい

う こ と で あっ た。('4) ま たその際、 ア メ リ カ に よ る、 ブ ッ シュ に よ る 「単独行

「侵略」 を、 「自己決定権」 をめ ぐる、 「争奪戦」 と い う観点から、 筆者はこ れまで、 位置

づけ直 して、 論究 してき たが、 こ れに関 しては前掲拙著 『「日本人」』 お よび 『日本人の』 を

参照 さ れたい。

a31 「構造的圧力」 に関 しては、 同上掲拙著 を参照されたい。

こ れに関 しては、 前掲拙著 『覇権システ ム』 第六章 「戦後民主主義」 と は何で あっ たの

か一D ・ マ ツカ ーサーの下での 「民主主義」 と G ・ W ・ ブ ッ シュの下での 「民主主義」 一両

者の間にはどれほどの 「距離」 が存在 してい るのか > に目 を向けてほ しい。 



中国の 「ナ シ ョナ リ ズム」 に関する一考察 49 

動主義」 は問題だが、 「多国 (極) 間行動主義」 であれば問題はない との見方

も 「木 を見て森 を見ない」 議論で あっ たといわざる をえない。 ある時は単独で、

またあると きは多国間で、 筆者がこ こ で非難、 批判 し続けてき た 「民主主義」

と その実現を支えてき たとい う点ではなんら変わり ない。 

3 「中国は一 つ」 と い う 主張と 中国と台湾の 「民主化」 論の整合性について

(-)
しか し現実の比較政治学では、 相も変わらず丸山の 「幸福な結婚」 論や R ・ 

タ ールのポリ アーキーや、 ユルゲ ン ・ ハーバーマ スの 「憲法愛国主義」 にある

よ う な 「 (自由主義的) 民主主義」 を比較の 「物差 し」 と して、 換言すれば、

われわれの日指すへき、 また選択すへき 「正 しい軌道」 と して、 採用 し続けて

い る。 たと えば中国と台湾におけ る 「民主主義」 の実現の歩みに関す る研究に

も、 そ う した物差 し を採用 してい る こ と が窺え る。 比較の作業のためには、 同

じ物差 し を使 う 必要があるのは当然だ と して も、 問題は、 その物差 し と して従

来のよ う に 「一国枠」 モデル を、 そのまま、 採用 して もかまわないのか、 と い

う問題が残るのではないか。

こ こ では二つの事例をあげておき たい。 最初に取り上げたいのは、 台湾の民

主化 と、 中国の民主化の歩みを、 比較政治学の民主化 を測定す る物差 しである

ポリ アーキー を使っ て測る際、 どのよ う な問題が生起す るのだ ろ う かとい う点

についてである。 それについて少 し考えて欲 しい。 たと えば、 台湾政治研究者

の民主化の歩みを見る眼をみてみよ う。 若林の著作において採用 されてい る民

主主義の実現を測定する物差 しは、 R ・ タールのポリ アーキー (概念) である

こ と がわかる。 ま た、 こ れは丸山の 「幸福な結婚」 論のそれと同 じ ものだ と み

るこ と ができ る。 これに対 して、 次に中国政治研究者の民主化の歩みを見る眼

についてみてみる と き、 以下のよ う なこ と がわかる。 すなわち、 毛里和子やそ

の他の研究者の物差 し をみれば、 やは り ポリ アーキーなので ある。 それでは、

そこ から次に、 一体どのよ う な問題が導かれるこ と にな るのだ ろ う か。

簡単なと こ ろからみていき たい。 たと えば、 中国と台湾での 「中国は一つ」

とい うナ シ ョ ナ リ ズムの、 と り わけ国権の歩みについての、 主張を、 筆者はこ

れまでたびたび耳に してき たが、 それではこ こ にある 「中国は一つ」 とい う ナ

シ ョ ナ リ ズムのスローガ ンは、 当然ながら、 中国と台湾におけ る民主化の歩み

と相互に共時的に関係 した ものと して位置づけ られなければな らないはずで あ

る。 と こ ろが、 先の台湾と 中国の民主化 を語る研究者においては、 台湾と 中国

のナ シ ョ ナ リ ズムの、 国権 と民権 (ポリ アーキー) の実現の歩みが、 切 り 離 さ

れて しま っ てい る こ と がわかる。 



50 村田 邦夫

すなわち、 中国のポリ アーキー を日指す歩みは、 台湾の国権の歩みと 、 また

台湾のポリ アーキーを目指す歩みは、 中国の国権の歩みと、 切 り離 されて語ら

れてい る。 中国のポリ アーキー を目指す歩みによ り 、 台湾の 「独立」 が妨害 さ

れてい る。 逆から見れば、 台湾のポリ アーキーを目指す歩みが、 中国の 「独立」

を妨害 してい るのだが、 残念ながら、 台湾と中国の民主化研究者は、 こ う した

ナ シ ョ ナ リ ズムにおけ る、 国権と 民権の、 両者の共時的関係の歩みに垣間見ら

れる、 重要な論点 を提示でき ないので ある。 

(二)
と こ ろで、 す ぐ上で指摘 したよ う に、 台湾と中国におけ る国権と民権の、 両

者の歩みを、 共時的関係と して位置づけ、 捉え直せないままにあっ た、 台湾と

中国の民主化研究者の姿勢は、 19世紀中葉から20世紀の前半に至る中国の治外

法権撤廃運動、 関税自主権回復運動の歩み (すなわちナ シ ョ ナ リ ズムの国権の

歩みに他な ら ない) を ('5)、 欧米列強のポリ アーキーに向けての、 (す なわち、

民権の実現目指す) 歩みと、 共時的関係と して、 位置づけ、 捉え直すこ と ので

き ない、 現在の研究姿勢に、 そのまま、 直結 してい る。 こ こ で も彼らは、 両者

の共時的関係 を、 個々別々に切 り離 して語る従前の姿勢 を保持 したままである。

それゆえ、 彼 らの研究は、 イ ギリ スのポリ アーキー を目指す歩みと 、 中国に

おける国権の歩み (すなわち中国統一を日指す歩み) を、 共時的関係と して捉

えるこ と に代えて、 各々を切 り離 して取り 上げ、 個別の問題と して論 じ るこ と

に甘ん じ て し ま う。('6) ポリ アーキー を目指す、 日本の1910年代、 20年代にお

け る大正デモ ク ラ シーの歩みと 、 日本の朝鮮および中国東北部への 「侵略」 と

の間には、 なんら関係が存在 しないかのよ う な見方 を、 当然のこ と と して許 し

て しま う。 換言すれば、 イ ギリ スや、 日本における 「異議申 し立て」 と 「参加」

の質量と もに 「高度化」 させてい く 歩み (すなわち自由に政治に参加 して自 ら

の代表者 を選ぶ政治の仕組みを実現す る歩み) には、 中国や朝鮮におけ る国権

の歩みを、 妨害 し、 許 さ ない よ う な共時的関係は、 何一つ見いだせない と して

しま う。 さ らには、 中国や朝鮮におけ るポリ アーキー (民権) を日指す歩みを

a 中国におけ る 「治外法権」 「関税自主権」 の問題に関 し ては以下の論文 を参照。 < 松本ます

み 第三章 中国イ スラ ーム新文化運動と ナ シ ョ ナル ・ アイ デ ンテ イテ イ > < 副島昭一 第

四章 不平等条約撤退と対外ナ シ ョナ リ ズム> (西村成雄編 『現代中国の構造変動ナ シ ョ ナリ

ズム一歴史からの接近 3 』 東京大学出版会 2000年所収)
a61 若林と毛里に関 しては、 既に注 (7) におい て、 言及 し てい るが、 彼 らの 「物差 し」 に関 し

ては以下の文献 を参照。 若林正丈著 『台湾の政治 中華民国台湾化の戦後史』 東京大学出版

会 2008年、 毛里和子著 『現代中国政治』 名古屋大学出版局 1993年。 いずれも R ・ タール

の 「ポリ アーキー」 概念 を使 っ て台湾、 中国の政治 (民主化) を分析 し てい る。 こ の他の研

究者 を見て も同 じで ある。 
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妨害 し、 許 さ ないのは、 両国の国内的要因以外には、 一切考え られない こ と と

して しま う ので ある。 

(三)
こ こ で議論 を整理 しておき たい。 従来の見方に関 して、 筆者は、 以下のよ う

に要約でき る とみてい る。 すなわち、 中国のナ シ ョナ リ ズムの歩み (たと えば

治外法権撤廃、 関税自主権回復運動をとお して主権国家や国民国家の、 またそ

こから民主主義の実現を日指す歩み) を、 阻害 し、 妨害する要因と して、 従来

の見方は、 欧米列強の帝国主義 (植民地支配) の歩みが存在 してい るとの立場

で ある。 そ う した見方は、 欧米列強の帝国主義 と 、 それ を生み出す歩みが、 中

国の主権国家 と それを前提と して民主主義実現に向か う歩みを妨害ない し阻止

してい る と理解 し、 捉える傾向にある。 そこ には、 その帝国主義の動き を、 も っ

ぱら製品、 資本の輸出先や原料 ・ 食料の供給地等の確保といっ た経済的要因に

求める見方が確認でき る。 しか し、 そ う した経済的要因は、 ど う して生み出さ

れるのか、 と問 う てい く な らば、 た しかに独占資本家や独占資本主義の利益、

利潤の追求とい う経済的欲求 を無視でき ない ものの、 問題はそれだけにと どま

ら ない。

こ う した従来の見方に対 して、 筆者は、 次のよ う な見方 も でき るのではない

かと 思案 してい る。 すなわち、 列強 を構成す る諸国の主権国家、 国民国家の

「壁」 のさ ら な る強化のために も (すなわち主権国家、 国民国家の安定かつ確

固 と し た歩みのために も ) 、 ま たそれを と お し た国民が各人の 「衣食足 り て」

の営為に、 よ り スムーズに与れるために も (す なわち国民経済の安定的発展の

ために も ) 、 ま たそ う し た動き と 連動 し た国民の さ ら な る人権 と福祉の向上の

ために も (すなわち 「 ( 自由主義的市民的白由を前提と した) 民主主義の発展」

の 「高度化」 のために も) 、 必要不可欠な ものと して位置づけ、 理解でき る、

いやそのよ う に理解 しなければな ら ない と みてい る。

こ のよ う に考え る と き 、 中国におけ る国権の歩みと 、 民権 (ポリ アーキー) 
の歩みを妨害、 あるいは阻止 していたのは、 欧米列強を構成 した諸国の帝国主

義の動き だけではな く 、 それと密接に結びついた、 それら諸国の主権国家、 国

民国家、 国民経済の発展に見る国権の歩みと、 自由主義、 民主主義の発展に見

る民権の歩みではなかっ たのか。 すなわち、 中国と欧米諸国と の間には、 主権

国家、 国民国家の歩みと ポリ アーキーの歩みが、 ま さ し く 共時的関係と して構

成 されてき たのであり 、 そ う した関係の存在こ そが、 中国におけ る国権と民権

の 「幸福な結婚」 を許 さ な く させていたのではないか、 こ のよ う に筆者は考え

るので あ る。 
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(四)
それゆえ、 次に問題 と な るのは、 そ う した 「渾然 と した関係」 を、 どのよ う

に描けばいいのかと い う こ と にな る。 付言すれば、 その問題は、 ま さ に孫文の

い う三民主義がどのよ う な関係の下に実現す るかを描 く こ と で も ある、 と筆者

は理解 してい る。 筆者は、 いわゆるナ シ ョ ナ リ ズムとは、 孫文のい う三民主義

を、 その構成要素と してい る、 と位置づけ、 理解 してい る。 こ れについては、

上述 したとお り であるが、 こ こ で も う一度繰 り返 して言及 しておき たい。 それ

は、 民族主義、 民生主義、 民権主義の三つの主義から成るが、 そこ でい う民族

主義とは国権 (主権国家、 国民国家の建設の歩みに、 民生主義とは、 国民経済

の建設に、 そ して民権主義 と はポリ アーキーの歩みに、 それぞれ重なっ てい る

のがわかるで あ ろ う。

こ う した点 を確認 した上で、 さ らに論 を展開 していき たい。 こ れまで筆者の

話にお付き合いいただいた読者には、 よ く お分かり のこ と だと推察す るのだが、

筆者は、 例の普遍主義に関するモデル を構想するこ と によっ て、 以下のよ う に、

「民主主義」 の実現に際 して、 引き起こ されるい く つかの深刻な問題の存在に、

目を向け る必要性に気がついたのである。 先進諸国におけ る民主主義の発展の

歩み。 換言すれば、 民権の歩みは、 中進諸国、 後進諸国の [ ] で示 した、

主権国家と国民国家の形成、 発展に向かう歩みを、 換言すれば、 国権の歩みを、

妨害ない し阻止す る、 そ う した関係 を構成 してい る とい う こ と である。 清朝末

以降の、 そ して中華民国成立以降の中国におけ る [ ] の形成と発展は、 先

進諸国の民主主義の発展の歩みによ り大き く 損なわれて しま う。 さ らにそれは

中華人民共和国の成立以降の中国本土において も、 また蒋介石率い る台湾にお

いて も、 同様に妨害ない し阻害され続けてい く 。 中国と台湾における 「一つの

中国」 に向か う歩みをつ く り だ したそも そもの原因は、 すなわち、 中国におけ

る 「内戦」 「国共合作」 の歴史も含んでい るが、 その原因 と なっ てい るのは、

ま さ に筆者の普遍主義に関す るモデルで描 く 例のセ カイ と、 そこ でのA の民主

主義 (民権) の発展の歩みにあっ たといっ て も過言ではない。

と こ ろ が、 こ う し た筆者の見方は、 ほと ん ど支持 を得 られないので ある。 

「一つの中国」 を目指す歩みは、 すなわち、 中国におけ るナ シ ョ ナ リ ズムの歩

みは (ま た、 それを構成す る一つの要素で ある国権の歩みは) 、 中国と台湾の

両者に限定された 「固有の (国内的) 」 問題で あるかのよ う に取り扱われてき

た。 つま り 、 筆者のモ デルのあのセ カイ から、 同時にまた、 そこ にある A の民

主主義の発展から も、 切 り離 されて しまっ たのである。 も っ と も、 こ う した両

者の関係 を切り離すこ と によっ て、 中国と台湾の民主主義の実現に向かう歩み

を、 ポリ アーキー を物差 し と して、 測定す る こ と が可能と なっ たので ある。 も
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し、 こ れまで筆者が指摘 してき たよ う に、 A、 B、 C におけ る国権と民権の各々

の歩みを、 共時的関係と して位置づけ理解 したならば、 そ う した関係に刻印さ

れる差別 と排除の仕組みを前提と して形成、 発展 してき た、 A の先進諸国の民

主化の歩みを も と に構想 されたポリ アーキー (概念) を、 民主化の比較の物差

し と して採用す るこ と には、 おそ ら く 躊躇 したのではなかろ う か。 と こ ろが、

これに対 して、 多 く の台湾、 中国研究者におけ る民主化研究は、 筆者のモデル

で描かれてい る A 、 B 、 C におけ る国権と民権の歩みに見られた共時的関係が

個々ばらばらに切 り離 されて、 位置づけ理解 されてき たので ある。 やはり 、 こ

の物差 し (ポリ アーキー) に代わる、 あら たな物差 しが求められなければな ら

ないのではなかろ う か。 

第 II 章 中国の 「ナ シ ョ ナ リ ズム」 の論 じ方

1 中国の 「ナ シ ョ ナ リ ズム」 の重層性と 中国、 ア フ リ カ (スーダ ン) 、 先進

諸国 (日本、 米国) の 「国権」 と 「民権」 の関係史

(-)
それでは、 21世紀の中国のナ シ ョ ナリ ズム (国権と民権の両者の歩み) の問

題 を、 筆者のモデル を も と に さ らに考察 してみよ う。 行論の都合上、 今後の中

国のナ シ ョ ナ リ ズムを語る際に、 重要な位置を占めてい る、 アフ リ カ諸国にお

け るナ シ ョ ナ リ ズム (国権と 民権の両者の歩み) と の関係 を、 こ こ ではスーダ

ン を取り 上げてい るが、 みていき たい。 スーダン と い えば、 筆者は 「ハル ツー

ム」 あるいは 「カル ツ ーム」 の 「悲劇」 (1885年 1 月) を思い出す。 も ち ろん、

こ の 「悲劇」 はイ ギリ ス側からみた、 大英帝国のゴー ト ン将軍が戦死 したこ と

を悼 (いた) んだ話なのだが。 また、 中国と スーダンにおけ る両国のナ シ ョ ナ

リ ズムの歩みに関わる話 と 、 日本に暮らす日本人のナ シ ョ ナ リ ズムの、 すなわ

ち国権と民権の歩みとは、 当然のこ と ながら、 切 り離 して語るこ と はでき ない。 

さ らに、 そ う した国権の歩みと 、 民権の歩みと は切 り 離せない。 それゆえ、 中

国、 スーダン、 そ して日本の国権と民権の歩みは、 こ こ で も共時的関係 を構成

してい る、 と筆者は理解 してい る。

行論の都合上、 こ こ でスーダンの南部の独立問題に、 すなわち、 ナ シ ョ ナ リ

ズムの歩み (国権と民権の両者の歩み) に、 日本にい る私た ちがどれく らい深

く 関わっ てい るか、 少 し考えてみたい。 日本に暮らす私た ちが、 こ う した関係

について、 どの程度の自覚ができ てい るのだ ろ う か。 また、 そ う した関係の所

在についての理解を促すために、 比較政治学をこ れまで語っ てき た筆者は、 ど

のよ う な見方 を、 政治学とい う観点 (土俵) から提示でき るのだろ うか。 換言

すれば、 マ ス コ ミ のニ ュ ースや新聞 を と お して提供 さ れる 「スーダ ン情報」
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(北部、 アラ ブ系、 イ スラ ム教徒、 中国政府支持 vs 南部、 黒人、 キリ ス ト 教徒、

欧米支持) に染まれば染ま るほど、 日本にい る私た ちにはあま り 関係のない

「速い世界」 の出来事のよ う に思われて しま う ために、 日本人の 「私」 の問題

と して、 受け止め、 理解 し捉える こ と のでき ないお それがあるのではないか。 
(17) 

(二)
単刀直入にい えば、 スーダンの問題は、 スーダンの北部と南部の対立問題 と

い う よ り も、 筆者のモデル (1970年代以降の 「普遍主義」 に関す るモデル) の

セ カイ の B の側に与 ( く み) してい る 「私」 と 、 A の側に与 してい る 「私」

が、 C のスーダンに対 して、 各々相互に対立 しながら、 向き合っ てい る関係と

して、 描 く こ と のでき る問題で ある。 その意味では、 「私」 と 「私」 の対立で

あり 、 日本人と しての 「私」 白身に深 く かかわる問題である、 と筆者は考えて

い る。 それが対立の根幹で あるのだが、 いつ も、 それには目が向け られる こ と

な く 、 枝葉末節である例のスーダン情報に目を向け る。 こ の点に関 しては、 尖

閣諸島をめぐ る日本と中国の領有権 をめ ぐ る対立問題に関 して も同様のこ と が

い えるのではないか、 と筆者はみてい る。

以下において、 筆者のモデル を使い ながら、 も う少 し説明 しておき たい。 筆

者の普遍主義に関するモデルは、 1970年代以前のモデルと1970年代以降のそれ

である。 前者のセカイは、 { [A]→ ( x ) [B]→ x [C] } の図式 (省略形) で描か

れる。 このモデルの C に位置 していたスーダンは、 今日では、 { [B]→ ( X) [C] 
→ x [A] } の図式 (省略形) で描かれるよ う に、 真ん中に位置 してい るこ と を

確認でき る。 先進諸国である (あっ た) 筆者が暮ら してい る日本と日本人は、

B の中国と も A のアメ リ カ、 ヨーロ ッパ諸国と も関係 (付き合い) を持っ て

い る。 そこ には個人間同士の場合、 企業間同士の場合、 そ して国家 (共同体) 
間同士の場合へと至るまで、 無数の関係がみられる。 それらの関係 を 「経済発

展 (衣食足り て) 」 と 「民主主義の発展 (礼節 を知る)」 の関係といっ た観点か

ら全体と してみる と き、 一方において、 { [B] の中国の経済発展 (衣食足 り て) 
→ [A] の日本の経済発展 (衣食足りず) } ( { [A] の日本の経済発展 (衣食足りず) 
→ [B] の中国の経済発展 (衣食足り て) }) と して、 また他方において、 { [A] の
欧米の経済発展 (衣食足 り ず) → [A] の日本の経済発展 (衣食足り ず) } ( { [A] 
の日本の経済発展 (衣食足 り ず) → [A] の欧米の経済発展 (衣食足 り ず) }) で
描かれる関係 を構成 してい る。 そ して、 そ う した関係のなかで、 筆者は、 前者

(171 スーダンに関 しては、 こ こ では 『Newsweek』 ( 日本語版) の2011、 2012年) に依拠 して、

話 を展開 してい る。 
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の側に も与 してい る し、 また同時に、 後者の側に も与 してい るこ と が示 される。

同様に民主主義の発展 (礼節 を知る) の関係」 について も、 同 じよ う な配置

が構成 されてい る。 戦後日本は覇権国と して隆盛 を極めていたアメ リ カ と の間

に、 日米安全保障条約 を結び、 日米安保体制 を構築 してい っ たが、 それは、

{ [A] のアメ リ カの民主主義の発展 (礼節 を知る) → ( x ) [B] の日本の民主主

義の発展 (礼節 を知る ・ 知 らず) } と して、 また1960年半ば以降は { [A] のア

メ リ カの民主主義の発展 (礼節 を知る) → [A] の日本の民主主義の発展 (礼節

を知る) } の関係 を構成す る要素と して描かれる。 こ の場合、 沖縄の米軍基地

は、 こ う した関係の 「潤滑油」 と して位置付け られる、 と筆者はみてい るが、

こ の図式で描かれるセ カイ の形成と発展のための潤滑油と して、 一方的にその

役割を押 し付け られてき た沖縄の側からみる と き、 沖縄に暮ら し続け る人々の

生活上の潤、滑油には、 決 してな らなかっ た とい う こ と を、 忘れてはな らない。 

(三)
と こ ろで、 1970年代以降の普遍主義に関する筆者のモデルに目を向けて、 国

権と民権の歩みにおけ る共時的関係 を考察す る と き、 そこ から、 以下のよ う な

問いかけが可能と なるのではあるまいか。 たと えば、 日本の本土に暮らす 「私」

は、 図式のどこ に位置 してい るのだろ うか。 B の中国の民主主義の発展 (礼節

を知る) と 、 A の日本の民主主義の発展 (礼節を知らず) の関係が共時的に形

成 される際に、 日本の ODA (政府開発援助) は、 いかなる役割 を担っ たので

あろ う か。 付言すれば、 こ う した図式の関係 (史) が実現す るのは、 2050年前

後であるこ と を断っ ておき たい。

も ちろん、 こ れらの問いかけは、 同時にまた、 経済発展 (衣食足 り て) の営

為と も結びついてい るこ と から、 そこから、 経済発展 (衣食足り て) と民主主

義の発展 (礼節 を知る) の両者 を結び付けて、 それらの関係 を、 改めて問い直

させるこ と になる。 こ の他に も、 中国 「毒入 り餃子事件」 をと お して、 低賃金

で長時間労働に従事 してい る中国人労働者の自由、 人権の実態、 日本におけ る

中国人研修生 ・ 実習生の低賃金、 長時間労働の実態、 中国人労働者の過労死問

題は、 筆者のモデルに従 う と き、 どのよ う に論 じ られるのだ ろ う か。 筆者のみ

る限り では、 B の中国の民主主義の発展 (礼節 を知る) の営為の 「段階」 と 、

A の日本の民主主義の発展 (礼節を知らず) の営為の 「段階」 におけ る両者の

関係が、 A の日本 を 「舞台」 と して、 B の中国人の人権の 「段階」 と 、 A の日

本人の人権の 「段階」 の関係と して、 見事に投影 されてい るのである。

こ こ で付言 してお く と、 こ う した関係の他に、 中国が米国債を世界で一番多

く 購入 してい るこ と から、 それは、 { [B] の中国の経済発展 (衣食足 り て) →
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[A] のアメ リ カの経済発展 (衣食足りず) } ( { [A] のアメ リ カの経済発展 (衣食

足 り ず) → [B] の中国の経済発展 (衣食足 り て) }) の関係の中の 「ヒ ト こ ま」

と して描かれる。 こ う した米 ・ 中の 「一体的関係」 が見られる と き (筆者はそ

う し た関係 を、 こ れま で 「米 ・ 中覇権連合」 と 呼んで き たが) 、 A の日本の

「私」 は、 B の中国の側に与 していた 「私」 と 、 A のアメ リ カ ( ヨーロ ッパ諸

国) に与 していた 「私」 が 「一つの私」 になるこ と を意味 してい る。 こ う した

観点に立つ と き、 先述 したスーダン情報の中で紹介 されてい る中国と アメ リ カ

の 「対立」 は、 当然ながら、 何らかの修正を迫 られるこ と になる。('8) 

(四)
それではこ こ でま と めてみよ う。 { [B]→ ( X ) [C] → X [A] } (省略形) のセ

カイ の中で、 B の中国に与 し ながら、 中国 と 一緒になっ て、 C のスー ダ ンの

「北部」 の手 を、 こ ち ら側に引き 寄せよ う と してい る 「私」 と 、 A のアメ リ カ

や ヨーロ ッパ諸国に与 し ながら 、 ア メ リ カ と 一緒にな っ て、 C のスーダ ンの

「南部」 の手 を、 こ ち ら側に引き寄せよ う と してい る 「私」 がい るはずなのだ

が、 当の日本人の 「私」 は、 あま り 考え るで も な く 、 そ う した問題 を、 スーダ

ン情報に したがっ て、 スーダンの北部と南部の 「対立」 か、 あるいは中国 (共
産党の一党独裁体制) と欧米諸国 ( 自由な民主主義体制) の対立問題である、

と理解 して しま う こ と にな る。

と こ ろで、 行論の都合上、 冒頭で紹介 した中国と日本の領有権問題に関連 し

た中国のナ シ ョナ リ ズムの歴史 (すなわち、 国権と 民権の両者の関係史) に関

係、 関連 した問題 を考察 してみよ う。 「中国史」 を概観す る と き 、 「内戦」 と

「合作」 が交互に繰 り 返 されてい るのに気がつ く 。 こ れも先の政治発展の 「段

階」 に関わる ものと して、 位置づけ理解でき る。 その際、 筆者にと っ て重要だ

と 思われるのは、 こ れらの内戦 と合作の歴史 を、 覇権 システ ムと 、 その秩序の

下で、 織り成 されてき た経済発展 (衣食足り て) と 民主主義の発展 (礼節 を知

る) の営為の関係 (史) と、 結び付けて捉える、 捉え直す視点である。

と い う の も、 中国 も そのシステ ムの中で、 その歩み を辿 ら ざる をえなかっ た

からである。 具体的にい う ならば、 中国の内戦と合作の時代に使用 された武器

には、 覇権システムにおいて指導的役割を担っ ていた欧米列強が提供する 「外

a81 中国と米国の関係に関する文献はい う まで も な く 非常に多数出版 さ れてい るが、 日本 と の

絡みで中米関係 を論 じてい る ものに、 孫崎享著 『不愉快な現実 中国の大国化、 米国の戦略

転換』 講談社 2012年がある。 また、 筆者の説 く 「米 ・ 中覇権連合」 の形成 と発展と類似 し

た視点から米中関係 を考察 してい る著作に、 矢吹晋著 『チ ヤイ メ リ カ一米中結託 と 日本の進

路』 花伝社 2012年がある。 
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国製」 の武器 も存在 していた。 こ う した歴史的文脈からみれば、 今日に続 く 中

国におけ る 「遺棄化学兵器」 の問題 を捉え直す と き、 「すべて」 を 「日本」 に

限定 して、 日本に 「責任」 を引き受け させ るのは、 相当に難 しいこ と がわかる。 

誤解のない よ う に、 急いで付言すれば、 日本の中国侵略と それに伴 う戦争責任

は、 当然ながら日本と日本人の問題と して引き受けなければなら ない問題であ

る 。 

2 中国の「遺棄化学兵器」の問題を筆者の「普遍主義」モテルから捉え直すと き

(-)
それを断っ た上で、 先の遺棄化学兵器の問題に、 も う少 し言及 してみたい。 

おそら く 、 筆者の想像するに、 す ぐ さ ま、 筆者は手厳 しい反論や批判に直面す

るだろ う。 たと えば、 以下のよ う な反論が主張されてき た。 とやかく 言 う前に、

先ずは日本の責任 を認めるのが先ではないか。 日本は 「フ ァ シズム」 陣営に与

して、 「デモ ク ラ シー」 を守 る陣営と衝突 して、 敗北 したので あり 、 当の中国

はそのデモ ク ラ シー陣営と共同戦線を張り ながら、 日本の侵略の野望を打ち破っ

たではないか。 こ のよ う な反論で あ り 、 批判が代表的な もので ある。 そ う した

反論や批判は、 ある一面だけ取り出 して捉えれば、 確かに正当な ものと してみ

な さ れるかも しれないが、 そ う した反論や批判は、 こ れまでの筆者の議論、 と

り わけ、 1970年代以前と それ以降におけ る 「普遍主義」 に関す るモデルで描い

たあのセ カイ を前提に して語 るな らば、 国権と 民権の両者の歩みを、 それこ そ

上述 した文脈でい えば、 デモ ク ラ シー陣営を構成 した欧米先進諸国と 、 日本や

ドイ ツ、 イ タ リ アな どのフ ァ シズム陣営を構成 した中進諸国と 、 中国、 イ ン ド、

アフ リ カ な どの植民地や従属諸地域 を構成 した後進諸国と の 「共時的関係枠」

と して、 位置づけ理解す る代わり に、 それら を各々個別の独立 した 「一国 (地
域) 枠」 の歩みと して、 位置づけ理解す るこ と によ っ て、 初めて可能と な るの

ではあるまいか。 はた して、 国権と民権の歩みを、 そ う した観点 (一国 (地域) 
枠 ) か ら 位 置 づ け 、 理 解 し て し ま っ て 、 本当 に か ま わ な い の だ ろ う

か。('9)

筆者は、 やはり 不満である。 残念ながら、 現実の国際関係においては、 「力」

(それ を 「ハー ド」、 「ソ フ ト」 ま た 「スマ ー ト」 と 呼んだ と して も ) がすべて

を決定す る もので あり 、 「力」 に裏打ち されない 「正義」 は通用す る ものでは

a91 これに関 しては、 前掲拙著でたびたび論究 してき たが、 と く に拙稿 < 「グロ ーバリ ゼー シ ョ

ン」 の波間に漂い続け る 「民主主義」 社会一 「ポス ト ・ グロ ーバリ ゼー シ ヨ ン」 の時代はは

た して到来するのか> (『外国学研究』 84 神戸市外国語大学研究所 2013年 3 月 (以下 「グ

ロ ーバリ ゼー シ ヨ ン」 と 略す。) 所収 を参照 さ れたい。 
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ない。 日本は 「あの戦争」 で負けたので ある。 こ の 「事実」 を、 いつ も忘れて

はな ら ない。 と同時に、 日本は形式的な 「独立国」 であるに過ぎない こ と を。 

それゆえ、 決 して自 ら政治的発言権 を持つこ と ができ ない、 すなわち 「主権」

国家と しての体をな さ ない国家であるこ と を直視すべき だ と考えるのが大切で

ある。 付言すれば、 O D A に関 してい う な らば、 相手に 「援助」 した後で、 あ

れこれ言 う こ と自体、 [引かれ者の小唄 ] であり 、 情けない言い訳になっ て し

ま っ てい る。 中国 を批判す る前に、 そ う した援助に賛成 した、 支持 を与えた

「日本」 と 「日本人」 こ そが、 先ずは批判 されるべき で あろ う。 ( も ちろん、 そ

う した 「批判」 をお こ な う ものは、 「中国製品 ] を身につけた り 口に した り し

ない 「覚悟」 が要る。 「改革 ・ 開放」 以降の 「中国」 と 「中国人」 の 「血肉」

をつ く り 出 してい るのは、 「日本」 と 「日本人」 を含む先進諸国と そこ に暮ら

す諸国民の血と汗の結晶 と しての 「資本」 であるこ と を鑑みるな らば、 もはや

「中国」 批判 も容易ではない。 中国 「批判」 の矢は自 ら に向かっ て放たれる も

ので あ る。 

(二)
しか し、 だから といっ て、 何も言えないな どと は、 筆者 も思わない。 いや今

こ そ、 逆に言わなければな ら ない時期に来てい るのではないか、 と筆者は考え

てい る。 そのためには、 やは り 「理屈」 が求められ る。 しか も、 その理屈は、

従来のよ う に、 国権と 民権の歩みを、 「一国 (地域) 枠」 から位置づけ、 理解

す るこ と によ り 主張されるのではな く 、 先進諸国、 中進諸国、 後進諸国の三者

の 「共時的関係枠」 から、 国権と 民権の両者の歩みを捉え直 した理屈である。 

先述 した遺棄化学兵器の問題に関す る筆者のこ だわり も、 ま さ にこ う した観点

に立っ てのものである。 こ う した点を踏まえながら、 さ らに論 を掘り 下げてい

こ う。

こ の問いかけは、 そのまま日本と日本人に該当す る問題で も ある。 先述 した

遺棄化学兵器の責任の所在を探す作業は、 内戦と合作そ してそこ から覇権シス

テ ムへ、 ま た さ らに鎖国から開国、 あるいは覇権システ ムへの組み込まれ方の

問題へ、 私た ち を導く こ と になるだ ろ う。 比較政治学の話の中で、 植民地、 途

上国、 あるいは先進国、 新興独立国とい う用語が一般に使われてい るが、 覇権

システムとい う と き、 それは 「中心国 (先進国) 」 「準周辺国 (中進国) 」 「周辺

国 (後進国) 」 の 「三つのゾー ン」 から構成 されてい る 「システム」 と して理

解されてい る。 そのゾーンの呼び方は、 たと えば I ・ ウオー ラ ステ イ ンに従 う

と き、 「中心」 「半周辺」 「周辺」 と な り 、 また福沢諭吉に依拠すれば、 「文明」

「半開」 「野蛮」 と なる。 筆者は、 世界システムとい う見方 を、 覇権システムと
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い う システムに置き換えて使っ てい るが、 それは < 「中心国」 「先進国」 「中心」

「文明」> の中で、 頂点 ( ト ッ プ) に位置す る国家、 すなわち覇権国の存在に注

目す る、 重視 してい るからである。

付言す ると 、 民主主義や民主化 を考える と き、 筆者は、 こ う した三つのゾー

ンの存在 と結びつけて考えてき たが、 その際に、 それらのゾー ン を、 それぞれ

独立 し た存在 と して、 切 り離 してみるのではな く 、 三つのゾー ンが、 それぞれ

相互に密接に関連 しながら 「一つの関係 (史) 」 と して存在 してい る、 と位置

づけ、 理解 してい る。 具体的に述へる と、 先進諸国を A に、 中進諸国を B に、

後進諸国 を C に、 それぞれ置き換えて、 A の民主主義の発展 (礼節 を知る) 、
B の民主主義の発展 (礼節 を知る ・ 知らず) 、 C の民主主義の発展 (礼節 を知

らず) を、 「一つの関係」 した 「共時的」 存在と して、 位置づけ捉えてい る。 

さ らに、 その際、 筆者は、 民主主義や民主化 を 「衣 ・ 食 ・ 住」 のネ ッ ト ・ ワー

ク と、 結びつけて捉え直そ う と してき た。 いわゆる 「衣食足り て礼節 を知る」

の営為の実現 を、 先の三つ ゾーンに、 それぞれ該当 させて考え るこ と によ っ て、

次のモデル を作り 出 した。 すなわち、 A では 「衣食足り て礼節 を知る」 の営為

が、 C では、 それとはま っ た く 逆に、 「衣食足 り ず礼節 を知らず」 の営為が、

そ して両者の中間に位置づけ られた B では、 「衣食足り て ・ 足りず礼節を知る ・ 

知 らず」 の営為が、 それぞれ実現される と こ ろ と な る。 こ こ で、 何よ り重要な

のは、 A、 B、 C におけ る各々の営為は、 共時的な関係の下に、 実現 さ れる と

い う 見方である。 筆者は、 そ う した営為 を、 さ らに経済発展と民主主義の発展

の共時的関係モデルと結びつけて、 これまで拙著や拙稿で もたびたび紹介 して

き たが、 最新刊の拙著において、 民主主義や民主化に関する筆者の従来のモデ

ル を、 も う少 し広い観点から捉え直す こ と によ っ て、 「普遍主義」 に関す る関

係モデルと して、 改めて提示 し直 した次第である。(2°
) 

(三)
さ て、 こ こ で、 先の中国史の話に、 再び戻る と しよ う。 こ こ で問題 と なるの

は、 中国の国民党 と共産党の内戦と国共合作をめぐ る歴史的背景と 、 そ う した

歴史を導く 原因ない し要因 を、 比較政治学で語られる民主主義や民主化 (へと

導 く ものと想定された、 考え られた 「歴史」 を前提と して構築 された 「概念」

な り 、 「定義」 であるが) と、 結びつけて語る と き、 どのよ う に描 く こ と ができ

るのかとい う こ と で ある。 たと えば、 こ の内戦や国共合作は、 中国におけ るナ

シ ョ ナ リ ズムの歴史 (国権と民権の両者の関係史) の中で、 どのよ う に理解さ

l20 これについては、 前掲拙著 『21世紀の』 を参照されたい。 
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れるのだろ うか。 付言すれば、 中国の治外法権撤廃、 関税自主権回復の歴史は、

こ う した中国のナ シ ョ ナ リ ズムの歴史の中で、 どのよ う に理解 さ れるのだ ろ う

か。 さ らに、 同 じよ う に続けて考えてい く と き、 そ う した中国のナ シ ョ ナ リ ズ

ムの歴史は、 中国におけ る民主主義の発展の歴史 (民権の歩み) の中で、 どの

よ う に位置づけ られるのだ ろ う か。 さ らに、 中国におけ る帝国主義の歴史の中

で、 それらはま た、 どのよ う に理解 されるのだ ろ う か。

こ こ で、 こ う した問題に加えて、 さ らに以下のよ う な問いかけ を してみよ う。 

中国の内戦と国共合作の歴史は、 イ ギリ スのナ シ ョナ リ ズムの歴史 (国権と民

権の両者の関係史) の中で、 また、 民主主義の発展の歴史 (民権の歩み) の中

で、 さ らにはイ ギリ スの帝国主義の歴史の中で、 どのよ う に結びつけ られるの

だ ろ う か。 こ のイ ギリ ス を、 日本に置き換え る と き 、 どのよ う に理解 されるの

だ ろ う か。 さ らに、 そこ に、 イ ギリ ス、 日本、 ア メ リ カ、 フ ラ ンス、 ソ連等の

諸国家 を、 結びつけて、 関係づけてみた場合、 どのよ う に捉え直されるのだ ろ

うか。

こ う した問題について、 以下に論究 していき たい。 その際、 筆者のモデルに

加えて、 河合秀和のモデル も参照 してみたい。 河合秀和著 『比較政治入門』(2') 
の中で、 河合は、 比較政治の分析視角 (「国家主義」 「自由主義」 「民主主義」

「社会主義」 の軸である) を提示 してい る。 筆者からみれば、 河合の分析視角

は、 こ れまで筆者が語っ てき たナ シ ョ ナ リ ズムの歴史、 すなわち、 国権と民権

の両者の関係史に関す る論の流れから位置づけ るな らば、 「一国 (地域) 枠」

に立脚 したものと なっ てい る。 こ れに対 して、 筆者は、 中国のナ シ ョナ リ ズム

の歴史 を語 るこ とは、 それ自体、 中国のみな らず、 イ ギリ スやア メ リ カ、 フ ラ

ンス、 さ らには日本のナ シ ョ ナ リ ズムの歴史と同時に、 中国やこ れら諸国の国

家主義、 白由主義、 民主主義、 社会主義あるいは帝国主義の歴史との関係 (史) 
を、 語るこ と に他な らない、 と理解 してい る。 それゆえ、 次に問題と なるのは、

そ う した 「共時的関係 (史) 枠」 を含み込むモデルな り仮説を、 どのよ う に し

て作るこ と ができ るのか、 とい う こ と になっ て く るのではあるまいか。

こ こ で、 そ う したモデルな り仮説 を考える際に、 関連 して論及 されるべき課

題 ない し問題 を、 以下に述べておき たい。 筆者のモ デル を も と に し ながら 、

「世界史」 における 「ウェ ス ト フ アリ ア体制」 (主権国家体制) について、 絶対

主義と その経済政策で ある重商主義を取り 上げながら、 それをモデル と結びつ

けて補足説明を しておき たい。 またこ の関連で、 中村政則著 『経済発展と民主

主義』 の 「は じめ」 のく だ り を紹介 しながら、 筆者のモデルとの違いについて、

(21) 河合の著作については、 河合秀和著 『比較政治 ・ 入門 国際情報を整理する』 有斐閣 (ア
ルマ) 2000年。 
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話 を しておき たい。 と く に、 中村が1970年代以降のアメ リ カ合衆国を取り上げ

ながら、 経済発展を実現 した国はデモ ク ラ シー国とい えるか云々に関 して、 筆

者のモデル をも と に、 少 し掘 り 下げて論究 していき たい。 また、 その関連から

現在の欧米諸国におけ る政治、 経済的流れを、 筆者のモデルから捉え直すと き、

どのよ う に描 く こ と ができ るか、 少 しだけ言及 しておき たい。 中国におけ るナ

シ ョ ナ リ ズムの歴史 (国権と民権の両者の関係史) を、 「比較政治 (学) 」 の観

点からみる と き 、 どのよ う に捉え、 論 じてき たのか。 ま た、 それに対 して、 筆

者のモデル を も と に した場合、 どのよ う に捉え直すこ と ができ るのか。 ウイ アー 

ルダ、 河合秀和、 丸山真男等を参照 しながら、 考察 してみたい。 と く に、 先述

した河合の 「比較の軸」 をも と に、 河合によ る中国政治の歩みを、 欧米の政治

の歩みと 「比較」 して説明 してい る く だ り を も と に、 論 じていき たい。 

(四)
こ れらの話 をとお して、 近代化 を目指す < 目指すこ と を強い られる> 歩みの

中で、 比較政治学におけ る国家建設、 国民形成、 参加、 分配の 「四段階」 モデ

ルの関係について、 考察 してみたい。 筆者のモデルの経済発展 (衣食足り て) 
に、 分配あるいは再分配が、 民主主義の発展 (礼節 を知る) に、 参加が、 それ

ぞれ重な るのが理解でき るが、 同時に、 そのためには、 ど う して も国家建設、

国民形成の問題が切 り離せないのである。 こ の国家建設、 国民形成に至る歩み

は、 (ナ シ ョ ナ リ ズムを構成す る一要素である、 国権の歩みに他なら ないが) 、
筆者のモデルでは、 [ ] で描かれてい る。 世界史が示す よ う に、 内戦

(内乱) 、 戦争 と悲惨な歴史を、 その中に組み込んでき たこ と から、 そ う した歴

史 を前提 と しながら、 参加、 (再) 分配の歩みが見られるわけで あるから、 こ

う した歩みを、 少 し想像す るだけで、 頭が痛 く なっ て く る。 さ らに、 それら を

ま と めて、 比較政治学とい う枠組 (み) の中で捉えるな らば、 どのよ う にま と

められるかとい う と こ ろまで、 話 を詰めてい く 必要があるから、 思えば相当に

厄介極ま り ない作業 を試みる、 とい う こ と にな るのは必至で ある。

それではこ こ で、 先ずは上述 したよ う な課題ない し問題に対 して、 筆者のモ

デルで描 く セ カイ を、 従来の 「世界史」 の見方、 理解の仕方 と結びつけて、 話

を進めてみよ う。 いわゆる絶対主義の時代は、 筆者のモデルの I 期の段階に該

当 してい る。 さ らに、 市民革命、 産業革命の時代 も、 これまた同様に、 その段

階に位置づけ られる。 「世界史」 でいわれる自由主義の時代は、 筆者のモデル

の I 期に該当 してい る。 その特徴は、 [権威主義的性格の政治→経済発展] の図

式で描かれるよ う に、 少数の者が、 政治参加 を許 されてい るのに対 して、 多数

の者が、 政治の世界から、 排除されてい る。 
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その結果 と して、 そこ では大多数が政治的に差別 される よ う に、 経済発展

(衣食足り て) と民主主義の発展 (礼節を知る) の営為の関係 (史) で描かれる

セカイ ( { [A]→ ( X) [B]→ X [C] } <省略形> で示 される) が、 スペイ ン、 ポ

ル ト ガルの覇権国を中心と した当時の大国によ っ て、 つ く り 出されてい く 。 こ

の I 期の経済発展は、 すなわち 「分配」 の問題にかかわるのだが、 なお再分配

を許すよ う な段階ではない。 しか し、 それに もかかわらず、 そこ での経済発展

は、 国家建設 を安定 ・ 強固に してい く 上で、 大き く 与る と同時に、 国民の形成、

育成に も寄与す る。 同時に、 そのこ とは、 B や C で描かれる地域と そこ に暮ら

す人々を、 差別 し排除す るこ と において も、 寄与す るので ある。

少 しこ こ でこ こ までの議論について、 補足説明 しておき たい。 筆者のモデル

のセカイ は、 1970年代以前と以降の二つの図式で描かれているが、 この内1970 
年代以降の図式のセカイ は、 なおまだその形成途上にあっ て、 図式で示 してい

るよ う な形で実現 してはい ない こ と を断っ ておき たい。 しか しながら、 筆者は

2050年前後には、 モデルで示 したよ う なセ カイ が形成 される と考えてい るこ と

から、 そ う した立場で本論では語っ てき たのである。 


